
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

働き方改革関連法が本年４月から適用されることに

よる物流業界の「2024年問題」に対応するため、商慣

習の見直しや効率化に向けた物流関連２法の改正案

が閣議決定されました。主な内容は以下の通りです。 

 

◆荷主・物流事業者に対する規制【流通業務総合効率

化法】 

・荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り

組むべき措置について努力義務を課し、当該措置に

ついて国が判断基準を策定。 

・上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・

助言、調査・公表を実施。 

・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業

者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を

義務付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が

不十分の場合、勧告・命令を実施。 

・さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者

の選任を義務付け。 

※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進

に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する

法律」に変更 

 

◆トラック事業者の取引に対する規制【貨物自動車運

送事業法】 

・元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載し

た実運送体制管理簿の作成を義務付け。 

・荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運

送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やそ

の対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む）

等について記載した書面による交付等を義務付け。 

・トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業

者の運送の利用（＝下請けに出す行為）の適正化に

ついて努力義務を課すとともに、一定規模以上の事

業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、

責任者の選任を義務付け。 

 

◆軽トラック事業者に対する規制【貨物自動車運送事

業法】 

・軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を

担保するための管理者選任と講習受講、②国土交通

大臣への事故報告を義務付け。 

・国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る

事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。 

 

【国土交通省プレスリリース「流通業務の総合化及び効

率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の

一部を改正する法律案」を閣議決定】 

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_0

00747.html 

 

 

 
 
◆インターンシップ利用の増加 

採用活動において、インターンシップの実施は現在、

欠かせないものになっています。令和４年６月には、

文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「イ

ンターンシップの推進に当たっての基本的考え方」

（３省合意）が改正され、一定の基準を満たしたイン

ターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採

用選考活動に使用できるよう見直しがなされるなど、

国としてもインターンシップの活用を推進している

ところです。 
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◆学生のインターンシップ等の参加率は 85.7％ 

マイナビが、マイナビ 2025会員のうち 2025年３月

卒業見込みの全国の大学３年生、大学院１年生（有効

回答数 2,633名）を対象に実施した調査によれば、イ

ンターンシップ・仕事体験の参加率は 85.7％となった

そうです。これは 14 年卒の調査開始以来で最高値と

なっており、現在の新卒採用においてはインターンシ

ップが広く活用されている実態がわかります。 

 

◆インターンシップ等の内容 

同調査によれば、インターンシップ・仕事体験の内

容としては、「グループワーク（企画立案、課題解決、

プレゼンなど）」が 75.1％で最多となっており、「若

手社員との交流会」（58.7％）、「人事や社員からの

講義・レクチャー」（50.2％）、「会社見学・工場見

学・職場見学」（49.9％）と続いています。また、「実

際の現場での仕事体験」（33.2％）は前年より 6.8ポ

イント増加しており、より実際の仕事への理解を促す

ための内容にシフトしていることがわかります。 

 

◆効果的なインターンシップの実施を 

インターンシップに参加した学生は、その企業の選

考に進みたいという意向を持つ割合が高いという調

査結果もあります（株式会社ベネッセ i-キャリア

「2025年卒大学生 夏のインターンシップ」に関する

調査）。売り手市場の現況において、企業理解を促進

し、自社のアピールのため、採用後のミスマッチを防

ぐためにも、効果的なインターンシップの実施を検討

したいところです。 

 
【マイナビ 2025 年卒 大学生広報活動開始前の活動調

査】 

https://career-research.mynavi.jp/wp-

content/uploads/2024/02/s-internship-25-02.pdf 

 

 

 
 

◆労働者の処遇改善 

① 建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務

化するとともに、国は当該処遇確保に係る取組状況

を調査・公表 

② 労務費等の確保と行き渡りのため、中央建設業審

議会が「労務費の基準」を作成・勧告することとし、

受注者および注文者の双方に対して著しく低い労

務費等による見積り書の作成や変更依頼を禁止（違

反発注者には国土交通大臣等が勧告） 

③ 併せて、受注者における不当に低い請負代金によ

る契約締結を禁止 

◆資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止 

① 資材高騰など、請負代金や工期に影響を及ぼす事

象（リスク）がある場合、請負契約の締結までに受

注者から注文者に通知するよう義務化する。また、

資材価格変動時における請負代金等の「変更方法」

を契約書の記載事項として明確化 

② 注文者に対し、当該リスク発生時は誠実に協議に

応ずることを努力義務化 

 

◆働き方改革と生産性向上 

① 長時間労働を抑制するため、受注者における著し

く短い工期による契約締結を禁止 

② ＩＣＴ活用等を要件に、現場技術者に係る専任規

制や、公共工事における施工体制台帳提出義務を合

理化 

③ ＩＣＴ活用による現場管理の「指針」を国が作成

し、特定建設業者や公共工事受注者に対し、効率的

な現場管理を努力義務化 

 
【国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」

を閣議決定～建設業の担い手を確保するため、契約取

引に係るルールを整備～】 

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan

_kensetsugyo13_hh_000001_00221.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短い期間での工事契約を禁止する建

設業法などの改正案が閣議決定 

人事労務に関する手続き・ご相談・お問い合わせは… 

チコ労務管理事務所 
    連絡先：〒130－0014  東京都墨田区亀沢 4-19-3 

電話 ： 03-3625-2927  ＦＡＸ ： 03-6751-8185        


